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訴訟の提起に関するお知らせ 
 

 

当社は、平成24年２月２日付で東京地方裁判所にて訴訟の提起を受けましたので、下記のとおりお知ら

せいたします。 

 

記 

 

１． 訴訟の提起があった裁判所及び年月日 

東京地方裁判所 平成24年２月２日（訴状到着日 平成24年２月13日） 

 

２． 訴訟の原因及び提起されるに至った経緯 

当社は、平成 18年 12月４日当時、原告である貸金業等を営む株式会社 RHインシグノ（当時：ア

ース株式会社）の筆頭株主となり、当社並びに当社子会社（当時）の従業員（以下、「当社従業員」

という）を役員として派遣していました。 

今般、原告側から、平成21年４月28日付の原告取締役会において決議された債権譲渡の件に関し

て、原告役員に派遣していた当社従業員に対して、当社には原告の業務に適正に携わるよう監督する

義務があるとして、本件債権譲渡に賛成して原告に損害を与えたとする行為につき、民法715条によ

り使用者責任を負うとして、原告が受けたとする経済的な損失の支払いを求める訴えがなされたもの

であります。 

 

３． 訴訟を提起した者 

（１） 名 称：RHインシグノ株式会社 

（２） 本 店 所 在 地：北海道札幌市中央区一条西四丁目２番２号 

（３） 代表者の役職・氏名：代表取締役 阿部 顕仁 

 

４． 訴訟内容及び訴訟の目的の価額 

（１） 訴 訟 内 容：使用者責任 

（２） 訴訟の目的の価額：９億3202万8465円（連結純資産に対する割合：129.6％） 

 

５．今後の見通し 

 当社といたしましては、当該債権譲渡の決議は何ら不法行為に該当しない正当なものであると認識

しており、原告の訴えは不当であり極めて遺憾であるとともに、原告の主張に対する反論を行ってま

いります。 



なお、当社の業績に与える影響はないものと認識しておりますが、必要に応じて速やかにお知らせ

いたします。 

 

（参考）当期業績予想（平成23年10月19日公表分）及び前期実績 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

当期業績予想 

（平成24年８月期） 
21,172 1,523 824 575 

前期実績 

（平成23年８月期） 
22,934 978 △320 △4,498 

 

 

 

以 上 


